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“競争とデジタル経済”に関する G7 競争当局の共通理解（仮訳） 

2019年６月５日於パリ 

 

 

本文書は，2019 年７月 17 日－18 日に G7 財務大臣・中央銀行総裁会議が開催される

に当たり，デジタル経済によって引き起こされる競争上の課題の分析について，G7 競

争当局の共通理解を示すこととしたものである。 

 

「G7 競争当局」とは，競争・市場保護委員会（イタリア），競争委員会（フランス），

連邦カルテル庁（ドイツ），競争局（カナダ），競争・市場庁（英国），司法省（米国），

競争総局（欧州委員会），連邦取引委員会（米国）及び公正取引委員会（日本）である。 

 

 

*** 

 

 

G7 を議長国として主導するフランスは，競争法について，デジタル経済に関して検

討すべき論点の一つとしていくことを求めるものであり，また，競争当局がこの重要な

課題に関する現在の検討及び協力を更に進めていけるように企図するものである。 

 

詳細は後記のとおりであるが，G7競争当局は以下の各点について合意した。 

 

・ 競争的な市場は，経済が十分に機能するための鍵である。厳正な競争政策の遂行に

よって，デジタル化によるイノベーション及び成長に係る便益増進が図られると同時

に，デジタル市場における消費者厚生や信頼が守られることになる。  

 

・ 競争法は柔軟に対応できる。競争法は，その指導原則や究極目標を大がかりに変更

することなく，デジタル経済に係る課題に適応でき，また，適応しているものである。

競争当局は，経済のデジタル化に見合った，競争法執行のための手段，資源及び技能

を確保することが求められている。 

 

別添２  
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・ 政府は，デジタル市場における又はデジタル企業と非デジタル企業間における競争

について，関連施策・規制が不必要に制限していないかどうか分析すべきであり，ま

た，より競争促進的で，実現可能な代替案を検討すべきである。競争当局は，実証的

な市場調査及び競争唱導活動を通じて，関連施策・規制による競争制限を適示し，実

現可能な解決案の提示という重要な役割を担うことができる。 

 

・ デジタル経済のボーダーレスな特性を踏まえれば，競争法執行に係る国際協力及び

法適用に係る国際的な収れんをさらに促進していくことが重要である。当該活動は，

既存の国際的・多国間の枠組みの中で継続されることが望ましい。 

 

１．イノベーション及び成長に関するデジタル経済の恩恵 

  デジタル経済は，多くの商品・サービスの生産・販売手法に変革をもたらした。こ

うした変革により，産業構造が変わり，投資及びイノベーションを生み出し，消費者

にとっては透明性が高まるとともに，新たなビジネスチャンスを作り，経済全体とし

て商品・サービスの費用を低下させた。 

 

わけても，データ駆動型イノベーションのもたらしたデジタル経済の変革は著しい

ものがある。データ及びそれと共に生じるネットワーク効果は，アルゴリズムや人工

知能（AI）の発展の重要な鍵を握っている。 

 

データの蓄積は，既存の商品・サービスの質を高め，また，新たな，一部には無料

の商品・サービスを生み出すことで，消費者利益にも寄与する。デジタルプラットフ

ォームにおいて盛んに用いられている無料戦略によって，消費者は，より多くの商品・

サービスについて，対価の支払いをせずに，その提供を受けることになり，多大な便

益を享受している。こうした戦略は，新規参入者の市場参入を容易にし，競争を促進

している。しかしながら，これらの商品・サービスは，必ずしも「無料」であるわけ

ではなく，この戦略を用いている事業者は，多くの場合，その戦略の一環として，異

なる商品・サービスから，異なる顧客から，あるいは異なる時点において収益を得て

いる。 

 

  デジタル経済が消費者にもたらす恩恵や，デジタル経済が促進する経済的なイノベ
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ーションは，競争への影響を評価する際に重要である。デジタル経済における投資及

びイノベーションは，経済成長の原動力となり得るし，さらなるイノベーションや新

規のビジネスモデルの促進によって，グローバルな正の外部経済効果が生み出される。

これらの恩恵は，デジタル市場が競争的である場合に，最大限に実現される。デジタ

ル経済の信頼性を確保し，デジタル経済が経済的なダイナミズム，競争的な市場，消

費者利益及びイノベーションへのインセンティブをもたらし続けるためには，今後と

も適切な競争法執行が重要であり続ける。 

 

２．既存の競争法制の柔軟性及び妥当性 

  デジタル経済は，上述のような恩恵をもたらすだけでなく，イノベーションの促進，

力強い競争の維持，消費者利益を促進させる環境整備を図っていく上で，競争当局に

対していくつかの課題も提起する。 

 

  例えば，デジタル経済は，本質的に，その動きが早いこと，市場が多面的であるこ

と及び無料でサービス等が提供されること等が特徴であるため，市場画定，市場支配

力の分析及び競争への影響の分析がより困難なものとなる可能性があるほか，商品・

サービスの質，イノベーション及び消費者に与えられる選択肢等の非価格的な考慮要

素に対する競争上の詳細な分析が必要とされる。  

 

  デジタル市場は，（直接及び間接の）ネットワーク効果が強いこと，規模又は範囲

の経済性によっても特徴付けられる。こうした要素が，市場の寡占化や参入障壁にも

たらす潜在的影響に関していくつかの懸念を生じさせてきた。競争当局は，高い市場

シェア又は支配的地位それ自体は違法ではないことを認識しているが，デジタル市場

の寡占化を踏まえると，以前にもまして，支配的事業者による反競争的行為を積極的

に監視し，市場における競争を促進することが求められているのかもしれない。 

 

同様に，プラットフォームによる膨大なデータ集積が，特にデータの複製が困難な

場合に参入障壁や市場支配力を創り出すことにならないかという懸念も生じている。 

 

これらは，困難な課題ではあるが，競争法の扱う射程外にあるわけではない。プラ

ットフォーム，ネットワーク効果，規模又は範囲の経済性，産業の寡占化，無料戦略
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等のデジタル市場の特性の多くは新しいものではなく，各当局によって現行の競争法

の下で対処されてきた。実際，G7の各競争当局では，それらの考慮方法において改良

が図られてきた。 

 

競争法は，その分析枠組みが柔軟であり，事実に基づき分析がなされるものであり，

産業横断的に適用され，技術中立的な性質を有することから，デジタル市場，そして

当該市場で生じる反競争的行為に効果的に適用することができる。このことは，各国・

地域が，競争法の原則を実際に適用するための特定の手段，技能又は資源を有すると

いうことを意味しない。まさに今，デジタル革命が，次から次へと進む中で，多くの

国・地域は，競争法の執行体系をどのようにデジタル市場に適用すべきかについて検

討するよう求められているところであり，下記に述べるとおり，こうした検討を継続

していく必要がある。 

 

市場画定，市場支配力及び支配的地位の濫用といった枠組みの下で，競争当局は，

問題となる市場の個々の状況を分析できる。これらの分析ツールは，商品・サービス

の価格や量に対する影響のみならず，質への影響，消費者にとっての選択肢及びイノ

ベーションに対する影響までも検討対象とする。デジタル経済は，競争当局に対し，

実体上及び手続上の一定の課題を提起している。その一つは，様々な多面的プラット

フォームモデルが，デジタル経済において共通して出現していることである。比較的

シンプルな広告収益に基づくサービスを提供するプラットフォームもあれば，自らの

サービスを提供すると同時に競争事業者にもアクセス及びインフラを提供する混合

型のプラットフォームも存在する。 

 

また，事業者が新たな形式及び手法によってデータを集積していることから，情報

収集権限をどのように効果的に活用したらよいのか，又は，いつまでに反競争的行為

に対して執行活動を適切に行えばよいのかといった課題もある。加えて，競争当局は，

機械学習やアルゴリズム価格設定を用いる事業者の行動がどのような影響を競争に

与えるのかについての分析という新たな課題にも直面している。 

 

しかしながら，最近の執行事例は，競争当局が，デジタル経済における反競争的行

為に対処する上で，競争法の枠組みを柔軟に適用してきていることを示している。 
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さらに，個別事例ごとに，証拠に基づいて行う（競争法の適用）方法は，デジタル

市場における競争分析において，より困難な考慮要素を評価する上でも役に立つ。例

えば，データに関して，データ集積は，ある状況下で，参入障壁を創出し，市場支配

力を強化することもあるが，必ずしもそのような傾向があるわけではなく，競争促進

的に作用する場合もあり得る。したがって，競争当局は，事業者のデータ利用が消費

者の利益となるのか又は競争を阻害するのかを判断するために，各事例における個々

の事実に基づき，データに関する競争上の懸念を評価することとなる。 

 

効果的な執行及び政策提言のため，新たなビジネスモデルとそれらが競争に与える

影響に関する理解を深めるために，競争当局は必要な枠組み及び手法を備える必要が

ある。例えば，市場調査又は実態調査といった手法や，デジタル経済がもたらす課題

を常に把握できるようにするための内部体制強化を挙げることができる。G7 競争当

局もまた，こうした継続的な改善の必要性を認識し，デジタル経済の最新の趨勢に対

処するために，更にこの分野の専門知識を磨き，内部体制を強化し，組織体制の改善

を図っているところであるが，さらに強化していく必要がある。例えば，当局は，デ

ジタル経済において，多面市場，データ及びアルゴリズム，企業結合規制がイノベー

ション及び競争に与える影響等の課題を引き続き議論していくことになる。 

 

３．競争唱導活動及び競争評価の重要性 

  デジタル経済の持つ課題に対処するための規制は，対象が限定され，比例原則を満

たす限り，競争法と補完的であり得るし，競争法単独ではその射程が及ばない問題へ

の対応として適切である場合がある。競争法執行を競争とは無関係な目的に対処する

ために利用することは避けるべきであるが，デジタル経済に関連する規制が競争に与

える影響を踏まえれば，国内における関係機関との間の協力は重要なものとなり得る。

例えば，消費者保護当局やデータ保護当局との協力関係は，適切な競争政策及び実務

との整合性を確保するために重要であり，これを強化していく必要がある。 

 

  様々な規制は，参入費用の増大又は既存事業者の保護に繋がるなど，競争に悪影響

を与えることもある。様々な規制の対象を限定し，かつ効果的なものとするべく，新

たに提案される様々な規制の競争への影響を監視し，定期的にこれを見直すことが，

競争的な市場環境の維持・促進を図る上で，もう一つの有効な手法である。政府は，
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新たに提案された法律又は規制及び既存の法律又は規制について，これらが競争に与

える影響を評価することを通じて，デジタル市場における競争を不必要に阻害するこ

とがないかどうか評価する必要がある。 

 

競争当局の知見を政府内で共有することは，デジタル市場における競争を促進する

のに有効である。競争当局は，新たな規制が立案される際，その規制によって競争上

の障壁が生み出される危険性について，競争唱導活動を通して注意喚起を図ることが

できる。政府もまた，競争当局が専門家として有する知見を共有することについて，

歓迎・促進するとともに，デジタル経済における様々な規制が競争に与える影響につ

いて注意深く考慮すべきである。これらの活動により，政府は，各規制によって期待

される便益と，各規制によって市場機能が阻害され，イノベーションが萎縮する可能

性などの規制の潜在的費用とが，均衡するよう図ることができる。 

 

４．国際協力の必要性 

  デジタル経済は，本来，グローバルに展開されるものであり，また，各国は，適切

な競争法の執行という共通する使命を有することを踏まえれば，競争当局及び政策立

案者の国際協力は重要である。 

 

  国境を越えて行われる行為や多国間にまたがる事件に対し，国際的に共通化した競

争法執行や効果的な対処を図る必要性が増大している。国際協力は，国際的に整合性

のある形で競争環境を強化するのに役立ち，また，それは事業関係者の利益にもなる。 

   

したがって，競争当局は，既存の議論の場及びネットワークを活用した継続的な協

力及び経験の共有を推進する。デジタル経済に関する課題は，既に競争当局において

多国間で取り組むべき対象とされている。 

 

世界の多くの競争当局は，これらの課題に対応すべく，既に国内又は国際的な取組

に十分に着手している。これは，G7メンバー各国政府及び競争当局による最近の取組

に示されているとおりである。G7 競争当局は，このような相互補完的な取組を歓迎

し，当該分野における国内及び国際的な活動の継続を支持する。 
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  こうした共通理解の促進と，反競争的な行為の探知及び調査や，合併審査について

の国際協力は，競争当局の効率性向上に資する。 

 

  このような現在進行中の活動は，G7 競争当局に対するものと同様，G7 での関係す

る議論に対して，柔軟かつ自発的な形で，情報を提供し続けることになる。これは，

既存の国際的枠組みにおける活動に対しても同様である。今後，G7 競争当局は，相互

の共通理解を深めるために，既存の国際会議や意見交換における協力関係を継続する

ことで，この分野での取組を進めていく。G7 競争当局は，必要に応じて，これらの問

題に関する G7の活動への支援を継続するものである。 


